
○実施日時： 令和４年10月20日（木） 14:00～16:00

　及び場所 一般国道５４号上り　三次
み よ し

市
し

下志和地町
し も し わ ち ま ち

地内（別紙－１参照）

〔雨天等により指導取締を延期又は中止する場合があります。〕

○指導取締： 「通行許可書」又は「※回答書」の有無、内容確認及び車両計測を行い

　内　　容 違反があれば警告等の指導を行います。

※ 特殊車両通行確認制度において通行可能な経路として発行された回答書。

○協力機関： 広島県警　三次警察署

○留意事項： 報道解禁は指導取締終了時刻16:00としますので、ご協力をお願いします。

【本年度の指導取締実施状況】

副所長（道路担当） 藤原
ふじはら

　康史
やすし

【担　　当】道路管理課長

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル　緊急通報＃９９１０へ

令和４年度（計3回） ６台 2台

※前回「」科負い「特殊車両通行許可制度」については別紙－２、「特殊車両通行確認制度」

問い合わせ先

国土交通省　中国地方整備局　三次河川国道事務所

河野
こ う の

　和典
かずのり

　電話番号　０８２４－６３－４１２１（代表）

URL　http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/

　　については、別紙－３をご参照ください。

４台

国道５４号
三次市下志和地町、

安芸高田市八千代町上根
令和３年度（計6回） １0台

※　9月8日記者発表「適正な車両の通行に向けて～【第３回】一般国道５４号で特殊車両の指導取締を実施します
～」の中で「令和4年度（計2回）」の違反台数を「3台」としていましたが正しくは「２台」でした。第３回の実
績が取締台数・違反台数ともに０台であったため、上記の数字となります。

お知らせ

令和4年10月13日

報道解禁：１０月 ２０日 １６時00分以降　

資料提供先 三次記者クラブ

適正な車両の通行に向けて
～【第４回】一般国道５４号で特殊車両の指導取締を実施します～

　三次河川国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう、広島県警と協力し、継続的に特殊

車両の指導取締を実施しています。この度、令和４年度、４回目の指導取締を以下のとおり実施します

のでお知らせします。

雨天等により中止することがありますが、改めて記者発表は行いませんのでご了承く
ださい。
当日の取材は現地で対応します。取材を希望される場合は事前に下記【担当】までご
連絡ください。

路線 取締場所 実施年度（回数） 取締台数 違反台数

Miyoshi office of River and National Highway

国土交通省中国地方整備局
国土を整え、全力で備える

三次河川国道事務所

車両の寸法確認状況該当車両の引込状況



 
 
１） 取締箇所位置図 

 

 

           
２） 取締箇所詳細図 

 

 
国土地理院標準地図データ 
http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.doを基に三次河川国道事務所加工 
 

別紙－１ 
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54 

取締箇所  一般国道 54号上り 

（三次市下志和地町） 

至 松江市 

http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do


※窓口申請も可

※一定の要件を満たす優良事業者の車両については最長4年。

申請に関する詳細は下記の「特殊車両関係サイト」をご参照ください。

オン
ライ
ン

特殊車両が走るには
許可が必要です！

https://www.cgr.mlit.go.jp

【 特殊車両通行許可制度及び申請に関する問合せ 】

https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000088.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.htmlhttp://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/kisei/index.html

2022.3

全国の申請窓口一覧

特殊車両通行ハンドブック特殊車両に係る通行規制情報

特殊車両通行許可オンライン申請システム

トラック運送事業者の違反走行に
荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます！
荷主の皆様へ…

詳しくは、国土交通省のHP（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000007.html）をご参照ください。

違反走行荷主の関与

荷主勧告
荷主名及び
事案の概要を
公表

別紙－３

MJ057
テキストボックス
２



（参考）自動車の保安上の基準
（道路運送車両法　保安基準）

（参考）交通安全上の基準
（道路交通法　施行令）（道路法　車両制度令）

（※）車種や道路種別により特例があります。

誘導車の適切な配置をお願いします。代表的な特殊車両

（※）

（※）

分解輸送

カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するため
の誘導処置や橋梁などの構造物の保全などのために誘導車の配置条件を付
す場合があります。

『特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン』
　誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化し
ましたので、誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。

車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、
それぞれ、舗装で4乗、橋（RC床版）で12乗といわれています。

【URL】http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/yudo_gaidorain.pdf

誘導車の配置条件が付されたにもかかわらず、誘導車を配置していない場合は通行条件違反となります

軸重20t
（基準の2倍）

軸重10t×4,096台

軸重が20トンの車両は、橋（RC床版）に対して
軸重10トンの車両約4,000台分の疲労を
蓄積させることになります。

超重量車両の通行が
道路にこれだけの影響を及ぼします



令和４年４月１日スタート

「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律（令和２年法律第31号）により
創設され、令和４年４月１日から施行する新たな特殊車両通行制度です。

確認制度では情報が電子データ化された道路※であれば、オンラインシステムで
自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。

※道路情報便覧の収録道路

「特殊車両通行確認制度」のイメージ
単　　車
トラクタ
トレーラ

① 車両情報（自動車登録番号、
　 空車時の車両諸元など）を登録
② ETC2.0 車載器を登録
③ 重量記録の保存方法を登録

車両登録に係る手数料の支払い
　車両１台あたり 

5,000 円（5 年間有効）
※トレーラは手数料不要

1
登録車両から、
車両を選択 2

積 載 貨 物 情 報
を登録 3

出発地及び目的地
の情報を入力

２地点双方向２経路検索
２地点間の主経路及び代替経路

（渡り線含む）（双方向）を同時に確認

都道府県検索
都道府県内の主要道路を

すべて一括して検索・確認

渡り線

代替経路

双方向を確認

出発地
目的地

主経路ラスト
マイル

ラスト
マイル

Ｇ
Ｓ

Ｇ
Ｓ

ラスト
マイル

ラスト
マイル

出発地
目的地

双方向を確認

※通行可能経路上に出発地・目的地があれば、
　経路追加が可能。

即  時
▼ ※通行可能経路上に出発地・目的地があれば、

　経路追加が可能。

通行可能な経路を回答（ウェブ上で即時に地図表示）

回答のあった経路で通行を確定させる場合は確認の手数料を支払い。
「Ａ . ２地点双方向２経路検索の場合」 → 確認１件あたり 600 円
「Ｂ . 都道府県検索の場合」 → 確認１件あたり ( １都道府県あたり ) 400 円

▼
電子データで「回答書」の交付（１年間有効）

❶ 通行時 回答書の経路を通行可（回答書を携行（印刷または電子データ））

❷ 通行後 ETC2.0 を活用した経路確認・乗務記録等による重量確認

新たな特殊車両通行制度

特殊車両通行確認制度が
始まります！

車両の
登　録

経路の
確　認

通　行

通 行 可 能 経 路を
確認する検索方法
は、次のＡ、Ｂの
２通りから選択で
きます。

従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。

A B

ME160
タイプライターテキスト
別紙－３

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト

ME160
タイプライターテキスト



　　　　

● 検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。
　⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。

● 車両には ETC2.0 車載器の装着・登録が必要です。
　⇒通行経路の確認に利用します。

● 積載する貨物の重量に係る記録の１年間保存が必要です。
　⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により次の記録および保存

が義務付けられます。
①積載する貨物の重量

※重量を確認できる情報（重量換算が可能な貨物の内容と量）でも可。
例：石油○リットル、単位重量及び長さが明らかな鋼材○本、
　　型式が明らかな自動車○台など。

②貨物の積卸の日時・場所の記載
※①、②に類する物、または積卸し時の重量測定結果でも可。
　（総重量及び測定日時が記録されているもの。）

特殊車両通行制度の比較
特殊車両通行許可制度 特殊車両通行確認制度

審 査 期 間 申請から許可まで約１ヶ月※令和元年度実績 オンラインシステムで即時に確認

対 象 道 路 すべての道路
（道路法適用の道路）

電子データ化された道路
（道路情報便覧の収録道路）

経 路 設 定

申請者が１経路 [ 片方向 ] ごとに細かく指定 システムが自動的に複数経路 [ 双方向 ] を検索

出発地 目的地 出発地 目的地

※道路事情に応じて柔軟な経路選択を可能に

車 両 情 報 申請の都度、車両諸元を入力 車両登録で車両諸元を登録（一回のみ）
対 象 車 両 すべての車両 登録基準内の重量・寸法の車両

手 数 料 １経路につき２００円
（道路管理者が複数にまたがる場合）

①車両登録の手数料
　１台あたり 5,000 円（５年間有効）
　　※トレーラは手数料不要

②経路確認の手数料
・２地点双方向２経路検索の場合
　確認１件につき 600 円
・都道府県検索の場合
　確認１件につき 400 円（都道府県あたり）
・追加経路検索の場合
　確認１件につき100 円（10km ごと）

通 行 経 路 の
許 可 期 間 ／
有 効 期 間

２年以内（超寸法・超重量は１年以内）
※優良事業者は最長４年以内 １年間

手数料の支払い前に、車両登録および経路確認を試すことができます。
※回答書は交付されません。

特殊車両通行確認制度やオンラインシステムの操作方法に関する問い合わせは

（一財）道路新産業開発機構　特車登録センター【指定登録確認機関】
TEL：0120-161-948（電話受付時間：年末年始・土日を除く、平日 9:00 ～ 17:30）

URL：https://www.tks.hido.or.jp　メール：hido-tks-info@tks.hido.or.jp

利用にあたっての主な要件

乗務記録
貨物重量 ○トン

荷　　積 ○月○日○時Ａ工場

荷　　卸 ○月○日○時Ｂ倉庫

1年
保存

ETC
2.0
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